
令和元年度 第 2回三和区地域協議会次第 

 

                                                 日時：令和元年 5月 16日（木） 

午後 3時 00分から 

場所：三和コミュニティプラザ 

３階 多目的ホール 

 

１ 開  会 

 

 

２ 会長挨拶 

 

 

３ 報告事項 

・三和区小学校のあるべき姿に関する意見書の回答について 

 

 

４ 議  題 

（１）令和元年度地域活動支援事業のプレゼンテーションについて    

 

 （２）令和元年度地域活動支援事業の審査について 

 

（３）その他 

  ・三和中学校との意見交換会のまとめについて 

    

５ そ の 他 

 

 

６ 閉  会 





資料№2

事業費 補助希望額 区分

（区分名）

担当課 依頼日 回答日 所見 特記事項

三和区
4月11日

三和区スポーツ活動振興
事業

三和クラブ（青年野球クラブ） ○ 893 892

幅広い年代が活動するクラブの劣化したユニフォーム（T
シャツ）を新調し、選手の野球に対する機運を更に醸成
させる。また、継続して三和ジュニアへの技術指導等の
支援を行うことで、子どもたちの健康増進を図り、選手の
育成に取り組む。

2 文化・スポーツの振興

4月12日 三和ウォッチング事業 三和学びの会 80 80
地域の文化財等について講師を招いて現地研修やセミ
ナーを開催し、現状を知り知識を深めるとともに、若い人
の喚起につなげる。

2 文化・スポーツの振興

4月16日
小・中学生が「三和を愛す
る心を育む」ための事業

三和の子どもを「共に」育てる
会

861 861

「同和教育」などの講演会の開催や、さんわ祭りの取組
等を通じ、児童・生徒の豊かな心を育み、地域とのつな
がりを深めることにより、将来の地域社会を担う人材育
成に寄与する。

6 子どもの健全育成 学校教育課 4月17日 4月26日 課題なし

　事業の実施に当たっては、学校と十分に連携し、児童生徒の安全に配慮すると共
に個人情報の保護（画像等の取り扱いやデータ管理）に十分注意すること。
　備品の適正管理の観点から、提案団体所有備品と学校備品との明確な区分け管
理が行えるのであれば購入に支障はありません。（なお、情報セキュリティの観点か
ら、コンピューター機器を学校のネットワークに接続することはできません。）
　ただし、提案団体所有備品の修繕や更新費用は提案団体が負担することとなりま
す。

4月17日 三和婚活支援事業 地域を大切にする会 151 120
男女の出会いのきっかけを作るため、婚活パーティーを
開催・支援し定住人口の増加を図る。

3 まちづくりの推進

4月17日
輝く三和の食材「箸やす
め」事業

地域を大切にする会 217 176
三和区の食材を使用した調理実習を開催し、専門家か
らアドバイスを受けながら、三和区の特産品を作成す
る。また、三和区の食について、次世代に伝承する。

3 まちづくりの推進

4月17日
屋外イベント出演者の暑さ
対策事業

NPO法人三和区振興会 599 590
イベント用大型テントを購入することにより、出演者の防
暑対策を行う。また、他のイベントや町内会等の各団体
への無償利用が拡充され、地域の活性化に資する。

3 まちづくりの推進

4月17日 さんわ祭り周年記念事業 さんわ祭り実行委員会 1918 719
さんわ祭り5周年の記念事業の一つとして、歌謡ショーを
開催し、地域住民の一体感を醸成する。

3 まちづくりの推進

4月17日
伝統芸能の維持・継承と子
供の健全育成事業

岡田町内会まちづくり協議会 50 49

岡田地区の伝統芸能「春駒」、「手踊り」を次世代に継
承・維持するため、練習用の駒頭とササラを整備し、地
域の活性化を図るとともに子どもを地域全体で育てよう
とする機運を高め、健全育成に寄与する。

2 文化・スポーツの振興 文化行政課 4月19日 5月8日 課題なし 市指定無形民俗文化保存事業補助金の対象事業と重複しないこと

4月18日
高齢者いきがい支援事業
（ときめき広場）

三和区老人クラブ連合会 362 362
講演会を開催し、高齢者の生きがいづくり、絆づくり、健
康増進を図る。

1 健康・福祉の向上 高齢者支援課 4月22日 4月25日 課題なし

4月18日 おいらんプロジェクト事業 おいらんびより ○ 495 355
おいらんパフォーマンスを行い、アピールすることで日本
の文化に触れ、地域活性化を図る。

3 まちづくりの推進

4月19日
三和で採れた米と野菜で
食育活動事業

三和食育の会 ○ 149 128

三和の食材や無添加で伝統的な調味料を使用した料理
教室等を開催し、三和の食材の良さや食の大切さを知っ
てもらい、郷土料理を広めることで、地域活性化、健康
維持を図る。

1 健康・福祉の向上

4月19日
三和の子どもたちの健や
かな成長を支援する事業

NPO法人さんわスポーツクラ
ブ

1,317 1,043

運動部で活動する中学生に対して効果的な運動や栄養
などの専門的な学びの機会を提供するとともに、休日等
の部活動に地域の指導者を派遣することによって部活
動を支援し、地域とのかかわりを深めるとともに、教職員
の負担軽減を図る。

6 子どもの健全育成 
①学校教育課
②スポーツ推進課
③社会教育課

4月22日
①5月8日
②4月24日
③5月7日

課題なし

①事業の実施に当たっては、学校と十分に連携するとともに、児童の安全に配慮す
ること。備品を購入する場合は、備品の適正管理の観点から、提案団体所有備品と
学校備品との明確な区分け管理が行えるのであれば購入に支障はない。ただし、提
案団体所有備品の修繕や更新費用は提案団体が負担すること。

4月19日
スポーツ競技力アップと人
材育成事業

NPO法人さんわスポーツクラ
ブ

323 322
プロジェクターの購入により、講習会やプレゼン、競技力
のスキルアップが図られ、地域活性化や人材育成に寄
与する。

2 文化・スポーツの振興

4月19日
三和ジュニア野球活性化
事業

三和ジュニア野球 99 98

野球用具を更新することで、地域のスポーツ振興及び子
どもたちの健全育成を図り、子どもたちの活動を通して
地域の活性化に繋げる。
また、地域に支えられていることを学び感謝する気持ち
を育み、地域を誇れる人間形成に資する。

2 文化・スポーツの振興

配分額
（単位：千

円）
6,100 差引 3 305 7,514 5,795 14 #N/A

事業の名称

担当課所見

令和元年度　地域活動支援事業提案書受付一覧　

事業費等（単位:千円）

団体等の名称受付日 備　考区　名 事業内容の概要
複数に提案して

いる場合

新
規
提
案
団
体

1 健康・福祉の向上

2 文化・スポーツの振興

3 まちづくりの推進

4 環境保全・景観形成

5 地域の安全・安心

6 子供の健全育成

7 観光振興

8 活動拠点の整備

9 その他



資料№3 

令和元年度 

地域活動支援事業に対する質問事項 
 

 

整理№１ 三和区スポーツ活動振興事業 

 

 

整理№２ 三和ウォッチング事業 

 

 

整理№４ 三和婚活支援事業 

 

 

整理№５ 輝く三和の食材「箸やすめ」事業 

 

 

整理№７ さんわ祭り周年記念事業 

 

 

整理№10 おいらんプロジェクト事業 

 

 

整理№11 三和で採れた米と野菜で食育活動事業 

 

 

整理№13 スポーツ競技力アップと人材育成事業 

 

 

 



 

提案者：三和クラブ（青年野球クラブ） 

 

【整理№1】 三和区スポーツ活動振興事業 

 

質問：① クラブ規約の第 13条（1）会費について、一人あたりの徴収額はいく

らか。 

 

 

 

質問：②クラブを計画的に継続運営するための費用（備品更新含む）の積み立

て等の検討はどのようにしているのか。 

 

 

 

 



 

提案者：三和まなびの会 

 

【整理№2】 三和ウォッチング事業 

 

質問：①初の試みでもあるナイトセミナーについて、参加者募集の PR手段とし

てチラシ折り込以外に計画や工夫する点はあるか。 

  

 



 

提案者：地域を大切にする会 

 

【整理№4】 三和婚活支援事業 

 

 

質問：①ご苦労は理解するが以前とあまり変わらない内容である。共同作業の

良さもあるが、過去の参加者の声で「一対一の会話の時間配分を長く

してほしい。」とあったと思うが今回の計画に盛り込んであるか。 

 

 

 

 

 

 



 

提案者：地域を大切にする会 

 

【整理№5】 輝く三和の食材「箸やすめ」事業 

 

質問：①料理教室を開催の目的・効果として、三和区の特産品とし、次世代へ

伝承するための具体的なプランを教えてほしい。 

 

 

 

 

質問：②三和区の食推事業と連携した活動計画はあるか。 

 



 

提案者：さんわ祭り実行委員会 

 

【整理№7】 さんわ祭り周年記念事業 

 

質問：①さんわ祭りについては、地域振興事業として市より 27万円補助がある

が、収支内訳を知りたい。 

 

 

 

 

 

質問：②花火の打ち上げについては、天候に左右されたり、地形等考慮する点

がある。花火が区民の創意であるのか、祭りが全区民参加型であるよ

う工夫と検討をお願いしたい。 

 

 



 

提案者：おいらんびより 

 

【整理№10】 おいらんプロジェクト事業 

 

質問：①今回の提案内容はレンタル 1 回分だが、今後地域を盛り上げるために

活動を継続する場合の資金調達の検討（ブログを立ち上げ応援隊を募

る等）や工夫はどのように考えているか。 

 

 

 

 

 

 

 



 

提案者：三和食育の会 

 

【整理№11】 三和で採れた米と野菜で食育活動事業 

 

 

質問：①健康面に考慮した食材や料理の勉強会に期待するが、地産の味噌や酒

類、葡萄、栗、コケ等による加工食品の検討をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

質問：②子どもの健全育成への活動や余った野菜、食の再処理活動へのチャレ

ンジの考えはあるか。 

  

 



 

提案者：NPO法人さんわスポーツクラブ 

 

【整理№13】 スポーツ競技力アップと人材育成事業 

 

 

質問：①プロジェクターの利活用について、スポーツ関係以外の活動団体、ク

ラブへの貸出等の配慮はどのように考えているか。 

  

 



資料№４

順番 事　業　名 提案者 (団体)名
事業費
千円

助　成
希望額
千円

時　　　間 プレゼンテーション出席者（敬称略） 備　　　　考

1 三和区スポーツ活動振興事業
三和クラブ（青年野球クラ
ブ）

893 892 15時30分～15時40分 三和クラブ代表

2 三和ウォッチング事業 三和まなびの会 80 80 15時40分～15時40分 三和学びの会代表

3
小・中学生が「三和を愛する心を育む」ため
の事業

三和の子どもを「共に」育
てる会

861 861 15時50分～16時00分
三和の子どもを「共に」育てる会代表
三和中学校教頭

4 三和婚活支援事業 地域を大切にする会 151 120 16時00分～16時10分 地域を大切にする会代表

5 輝く三和の食材「箸やすめ」事業 地域を大切にする会 217 176 16時10分～16時20分 地域を大切にする会代表

6 屋外イベント出演者の暑さ対策事業 NPO法人三和区振興会 599 590 16時20分～16時30分 NPO法人三和区振興会副理事長

7 さんわ祭り周年記念事業 さんわ祭り実行委員会 1,918 719 16時30分～16時40分 さんわ祭り実行委員会会長

8
伝統芸能の維持・継承と子供の健全育成
事業

岡田町内会まちづくり協
議会

50 49 16時40分～16時50分 岡田町内会まちづくり協議会

9 高齢者いきがい支援事業（ときめき広場） 三和区老人クラブ連合会 362 362 16時50分～17時00分
三和区老人クラブ連合会会長
同会副会長

10 おいらんプロジェクト おいらんびより 495 355 17時00分～17時10分 おいらんびより代表

11 三和で採れた米と野菜で食育活動事業 三和食育の会 149 128 17時10分～17時20分 三和食育の会代表

12
三和の子どもたちの健やかな成長を支援
する事業

NPO法人
さんわスポーツクラブ

1,317 1,043 17時20分～17時30分
NPO法人さんわスポーツクラブ
クラブマネージャー

13 スポーツ競技力アップと人材育成事業
NPO法人
さんわスポーツクラブ

323 322 17時30分～17時40分
NPO法人さんわスポーツクラブ
クラブマネージャー

14 三和ジュニア野球活性化事業 三和ジュニア野球 99 98 17時40分～17時50分 三和ジュニア野球監督

合計 7,514 5,795

○三和区補助金配分額　６，１００千円

令和元年度　三和区地域活動支援事業　プレゼンテーション日程表

※発表の順番は提案書の受付順です。

○提案数　１４事業　１２団体

令和元年5月16日（木 ）　15：30～

1／1



資料№５

②提案書の配付

6月 6日（水）～26日（火）

6月29日（金）

項　　　　目 第1案 第2案 参考　平成30年度

①提案事業の追加募集期間 6月 6日（木）～26日（水）

6月28日（金）

※町内会周知
　（募集要項班回覧/防災無線）

5月30日（木） 5月30日（木） 5月30日（水）

6月 10日（月）～28日（金）

7月1日（月）

③質問の提出期限

　 提案団体に質問事項の送付

　 提案団体から質問事項への回答期限

　 委員への質問回答の送付

④地域協議会の開催
（ヒアリングの可否決定）

⑤地域協議会の開催
　提案事業のプレゼン（ヒアリング）

⑥地域協議会の開催（審査）

⑦採択通知（市）

7月5日（金）

7月8日（月）

－

7月24日（水） 7月17日（水）

－

－

7月18日（木）

7月18日（木）　※プレゼン終了後

7月12日（木）

7月3日（水）

－

－

令和元年度　地域活動支援事業追加募集審査日程（案）

－

7月11日（木） 7月12日（木）

7月11日（木）　※プレゼン終了後 7月12日（木）　※プレゼン終了後

7月4日（水）

7月5日（金） 7月6日（金）

－ －

－
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私たちの地域をもっとよくする 
「まちづくり活動」の提案を募集します!! 

 

★市では身近な地域自治を推進するため、地域活動支援事業を実施しています。 

★地域における課題の解決を図り、それぞれの地域の活力を向上するため、市民の

皆さんが自発的・主体的に行う地域活動について支援を行います。 

★ また、この地域活動支援事業は、補助金の使い道を市民の皆さんに考えていた

だき、活動することを通して、市民の皆さんが自治や地域づくりを考えていただ

く機会でもあります。 

  各地域自治区の地域協議会では、この趣旨を踏まえて、地域の課題や地域の目

指すべき姿を議論していく中で、それぞれの想いを採択の方針や事業の審査に反

映することとしています。 

★私たちの地域を、もっと住みよく、もっと元気にするために、この事業を活用し、

まちづくり活動に取り組んでみませんか。 

 

★令和元年度で実施する事業の提案を 

以下のとおり募集します。 

奮ってご応募ください。 

 

■募集期間 

 

令和元年○月○日（○）から 
 

○月○日（○）まで（必着） 

～事業の内容～ 

・団体等が主体的に取り組む活動に対し、市が補助金を交付します。 

～事業を提案できる方～ 

・5人以上で構成し、市内で活動する法人又は団体（政治や宗教活動を目的とす 

る法人等又は営利法人を除く。） 

「身近な地域での課題の解決や活力の向上」のために行う事業であれば、種類や

分野は問わず対象となります。 

※ ただし、次のような事業は対象とはなりません。 

・物品の購入や施設等の整備・修繕のみを目的とした、活動を伴わない事業 

・政治活動・宗教活動を目的とする事業 

・公序良俗に反する事業 

・国・県・市の他の補助制度と重複して助成を受けようとする事業 

・市に大規模な施設の設置や開発を求めるために行う事業（事業計画の策定や推進の

ための会議など） 

・行政サービスの提供や公共施設の整備等を市に求める事業 

■実施方法 

[上越市地域活動支援事業 令和元年度実施分 追加募集要項] 三和区版 

まずはお気軽にご相談ください！ 

上越を彩る２８色のまちづくり 
地域自治区制度 
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■支援内容 
 
・事業の目的を達成するために直接必要な経費を補助します。 

≪≪ポポイインントト！！≫≫  

・事業を行う上で要する経費のうち、次に掲げる経費は補助の対象外となります。 
①応募や実績報告などに要する事務的な経費（提出資料のコピー代や郵送代等） 
②応募団体等の運営（人件費、事務所の家賃、振込手数料等）に要する経費 
③応募団体の人が飲食を行う経費（弁当代やイベント終了後に行う懇談会の食事 
代等。ただし、作業に参加した人へのお茶代・菓子代は対象とします。） 

④会議の時のお茶代・菓子代 
⑤金券（商品券、サービス券等）などの発行に係る経費（個人の私的な資産形成 
に当たるものと捉えられるため対象外とします。） 

⑥その他対象とすることが適当でないと市長が認めた経費 
・令和元年度末（3 月 31 日）までに事業を完了（経費の支払を含む。）するとと
もに、三和区総合事務所に実績報告書を提出してください。 

 

■補助金額 

 
・地域自治区ごとの予算（配分額）の範囲内で、地域自治区ごとに定めます。 

≪三和区の追加募集額）は〇○万円です。≫ 
   

補 助 率 

・10/10 以内 事業内容や審査の結果により、補助金額の
減額、調整を行う場合があります。 
・同一団体の同一事業については、採択 3 回目から 8/10
以内（令和元年度採択事業からカウントする。） 

補助の金額 1万円～○○万円 

 

≪≪ポポイインントト！！≫≫  

・助成事業の補助金の額は 1,000円単位（1,000円未満の端数は切り捨て）とし
ます。また、提案された事業の審査の結果、不採択となり補助金の交付が行わ
れない場合や、補助金希望額どおりとならない場合があります。 

 
 
 

■応募方法 
 

・所定の事業提案書に必要事項を記入し、説明資料（団体の規約、見積書、図面な
ど）と合わせ、三和区総合事務所に持参してください。 

≪≪ポポイインントト！！≫≫  

・申請する場合は、「地域活動支援事業に関するＱ＆Ａ」を必ずお読みいただき、 

 詳細についてご確認ください。 

・補助金の交付決定前であっても、事業提案書の提出日以降に着手する事業であれば対

象とします。ただし、審査の結果、事業が不採択となる場合や補助金希望額どおりと

ならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

・市有地・市の施設を利用する事業を提案するときは、三和区総合事務所へ事前にご相

談ください。 

・自己所有以外の土地等を利用する事業を提案するときは、土地所有者等と事前の相談

を行ってください。（採択後は、所有者の承諾書等を提出していただく必要があります） 

・本年度に予定されている消費税率の見直しについて、見積書等への反映に見直し後の

税額計上の漏れがないようご留意ください。 

・応募に必要な様式及びＱ＆Ａは、三和区総合事務所の窓口で配付します。また、市の

ホームページから様式の電子データをダウンロードすることができます。 
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・地域自治区ごとに、地域協議会の会議で審査を行い、採択等を決定します。 

・三和区では、書類審査のほか、○月○日に提案事業についてプレゼンテーション

を主体としたヒアリングを行います。また、審査は次の視点を踏まえて行います。 

⑴ 地域自治区の採択方針 … 地域自治区ごとに設定するものです。 

・「地域自治区の採択方針」とは、各地域自治区が抱える地域課題等に応じてどの

ようなテーマの提案事業を実現すべきか、その方針を地域協議会が明らかにする

ものです。 

三  和  区  の  採  択  方  針 

優
先
し
て
採
択
す
る
事
業 

三和区の住民が自主的、主体的に取り組む事業のうち、次に掲げる事業を優先的

に採択します。 

①「地域活性化事業」 地域団体と住民が協働し、または住民が主体となって取り

組む地域づくり事業。（例 祭り、講演会、フォーラムの開催など） 

②「安全・安心サポート事業」 子どもから高齢者が、安全・安心で快適な暮らし

をしてもらう事業。（例 防犯・防災対策、子ども高齢者見守りなど） 

③「地域農業振興事業」 農業の担い手育成や、農業資源を活用し新たな価値を創

出する事業。（例 農作業体験、担い手研修など） 

④「歴史的資産の保全・保存事業」 後世に残すべき自然・環境・文化財などを保

存する事業。（例 環境保全のための植林、文化財の整備など） 

⑤「健全育成または健康推進事業」 子どもから高齢者まで広範囲にわたり健康を

推進する事業や人材の育成事業。（例 スポーツ体験・交流イベント、高齢者介護

ボランティア体験など） 

⑥「人材養成・確保事業」 地域自治を担う人材を養成・確保する事業（例 観光

ボランティアの育成など） 

その他

の事業 

優先して採択する事業以外の事業については、制度の趣旨や全体のバランスなど

を考慮して採択します。 

⑵ 基本審査・共通審査基準 

・基本審査は、提案事業が「地域活動支援事業の目的と合致しているか」を確認す

るものです。また、共通審査基準は次の審査項目と視点により審査を行うもので

す。       ≪共通審査基準の項目と視点≫ 

 

審査項目 審  査  の  視  点 

①公益性 ・提案事業の成果が広く地域に還元されるものか。 

・補助金を充てて購入した物品や修繕した施設等が、長く地域で活用される見

込みがあるか。 

・全市的な方向性と合致しているか。 

・提案者以外の市民や事業者、団体等に不利益を与えるものではないか。 

②必要性 ・地域の課題解決や活力向上に効果が見込まれる取組であるか。 

・地域の実情や住民要望に対応したものか。 

・緊急性の高い提案事業であるか。 

・ほかの方法で代替できないものであるか。 

・補助金を充てる経費が、提案事業を実施する上で不可欠なものであり、その

規模も必要な限度となっているか。 

③実現性 ・目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なものか。 

・関係者との合意形成や組織内部での実施態勢が整っているか。 

・資金調達の規模や時期に無理はないか。 

④参加性 ・提案事業の実施に当たり、提案者に限らず多くの住民等の参加が期待できるものか。 

⑤発展性 ・新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組であるか。 

・事業の終了後における自立性や発展性は期待できるか。 

・提案団体に、信頼性や将来性はあるか。 
 

■提案事業の審査と決定 
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≪≪ポポイインントト！！≫≫  

・地域協議会の審査では、「基本審査」、「地域自治区の採択方針」及び「共通審
査基準」のそれぞれの結果を踏まえ、総合的に判断が行われます。三和区の審
査に当たっての基本的な考え方は、三和区総合事務所にご確認ください。 

 

■事業の紹介・公表 
 

・提案事業や採択事業は、市民の皆さんにその内容を広くお知らせするため、報道

機関に情報提供を行うほか、市のホームページなどで紹介します。 

・また、実施した事業について、事例集の作成や、成果発表会での公表を予定して

いますので、応募される場合は、あらかじめご了承ください。 
 
 

■フロー図（事業実施の流れ） 
 

【スケジュールの目安】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
上越市 三和区総合事務所 総務・地域振興グループ 

 
電話 ０２５-５３２-２３２３ 内線２１５ 

 
〒９４３－０３１６ 上越市三和区井ノ口４４４番地  

【提出書類】 

 ・補助金交付申請書  

 ・その他必要書類 

【提出書類】 

 ・事業提案書  

 ・その他必要書類 

※変更があった場合 
【提出書類】 
 ・変更承認申請書  
 ・その他必要書類 

【提出書類】 

 ・補助事業実績報告書  

 ・その他必要書類 

【 / ～ / 】 【 /上旬～】 【 /中旬～】 【 /下旬～】 

※次の事業につきましては、三和区地域活動支援事業の補助対象外とします。 

防犯灯・外灯等のＬＥＤ化事業 

※プレゼンテーショ

ン及びヒアリングの

実施 

①
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